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東京都宿泊税条例（平成十四年東京都条例第百十一号）新旧対照表（抄） 

改    正    案 現         行 

（宿泊税） 

第一条 （現行のとおり） 

２ 前項の「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振

興を図る施策」とは、東京都が定める観光産業振興に関する

計画に基づく施策をいう。 

（納税義務者等） 

第二条 宿泊税は、旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）

第二条第一項に規定する旅館業（同条第四項に規定する下宿

営業を除く。）、国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百

七号）第十三条第五項に規定する認定事業及び住宅宿泊事業

法（平成二十九年法律第六十五号）第二条第三項に規定する

住宅宿泊事業に係る施設（以下「ホテル等」という。）におけ

る宿泊に対し、その宿泊者に課する。 

（課税免除） 

第三条 宿泊税は、宿泊料金（宿泊の対価として支払うべき金

額であって東京都規則（以下「規則」という。）で定めるもの

（宿泊税） 

第一条 （略） 

（新設） 

 

 

（納税義務者等） 

第二条 宿泊税は、旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）

第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項の営業に

係る施設（以下「ホテル等」という。）における宿泊に対し、

その宿泊者に課する。 

 

 

 

（課税免除） 

第三条 宿泊税は、宿泊料金（宿泊の対価として支払うべき金

額であって東京都規則（以下「規則」という。）で定めるもの
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をいう。次条及び第九条において同じ。）が一人一泊一万三千

円未満の宿泊に対しては、これを課さない。 

（課税標準及び課税標準額の端数計算） 

第四条 宿泊税の課税標準は、一人一泊当たりの宿泊料金とす

る。 

 

 

 

２ 宿泊税は、地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十

五号）第六条の十七第一項第四号に規定する条例で指定する

法定外目的税とする。 

３ 宿泊税の課税標準額を計算する場合において、その額に百

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

（税率及び税額の計算等） 

第四条の二 宿泊税の税率は、百分の三とする。 

２ 宿泊税の税額は、課税標準額に前項の税率を乗じて得た金

額とする。 

３ 宿泊税は、地方税法施行令第六条の十七第二項第九号に規

をいう。次条において同じ。）が一人一泊一万円未満の宿泊に

対しては、これを課さない。 

（税率） 

第四条 宿泊税の税率は、一人一泊について、次の各号に掲げ

る宿泊料金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

一 宿泊料金が一万五千円未満のもの 百円 

二 宿泊料金が一万五千円以上のもの 二百円 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 
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定する条例で指定する法定外目的税とする。 

第五条及び第六条 （現行のとおり） 

（申告納入） 

第七条 宿泊税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の

初日から末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊

の総数、課税標準額の総額、宿泊税額その他知事において必

要があると認める事項を記載した納入申告書を知事に提出す

るとともに、その納入金を納入書によって納入しなければな

らない。 

２ 宿泊税の特別徴収義務者が、規則で定める要件に該当する

ものとして規則で定めるところにより知事が指定した者であ

る場合には、前項の規定によって次の表の上欄に掲げる月に

提出すべき納入申告書の提出期限は、同項の規定にかかわら

ず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月に提出

すべき納入申告書の提出期限と同一の期限とする。 

 

一月及び二月 三月 

四月及び五月 六月 

 

第五条及び第六条 （略） 

（申告納入） 

第七条 宿泊税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の

初日から末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊

の総数、宿泊税額その他知事において必要があると認める事

項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納

入金を納入書によって納入しなければならない。 

 

２ 宿泊税の特別徴収義務者が、申告納入すべき宿泊税額が規

則で定める金額以下であることその他の規則で定める要件に

該当するものとして規則で定めるところにより知事が指定し

た者である場合には、前項の規定によって次の表の上欄に掲

げる月に提出すべき納入申告書の提出期限は、同項の規定に

かかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる

月に提出すべき納入申告書の提出期限と同一の期限とする。 

一月及び二月 三月 

四月及び五月 六月 
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七月及び八月 九月 

十月及び十一月 十二月 

３ （現行のとおり） 

第八条 （現行のとおり） 

（納税管理人） 

第八条の二 宿泊税の特別徴収義務者は、都内に住所、居所、事

務所又は事業所（以下この条において「住所等」という。）を

有しない場合においては、都内に住所等を有する者のうちか

ら納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日

以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は都外に住所等

を有する者のうち納入に関する一切の事項の処理につき便宜

を有するものを納税管理人として定めることについてこれを

定める必要が生じる日の五日前までに知事に申請してその承

認を受けなければならない。 

２ 前項の規定によって納税管理人申告書を知事に提出し、又

は知事の承認を受けた者は、納税管理人を変更した場合その

他申告をした事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じた

場合又は納税管理人を変更しようとする場合その他申告をし

七月及び八月 九月 

十月及び十一月 十二月 

３ （略） 

第八条 （略） 

（新設） 
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た事項若しくは承認を受けた事項に異動を生じる場合におい

ては、納税管理人が都内に住所等を有する場合はその変更又

は異動を生じた日から十日以内にその旨を知事に申告し、納

税管理人が都外に住所等を有する場合はその変更又は異動を

生じる日の十日前までに知事に申請してその承認を受けなけ

ればならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該

特別徴収義務者に係る宿泊税の徴収の確保に支障がないこと

について知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理

人を定めることを要しない。 

（納税管理人に係る不申告に関する過料） 

第八条の三 前条第三項の認定を受けていない宿泊税の特別徴

収義務者で同条第一項又は第二項の承認を受けていないもの

が、同条第一項又は第二項の規定によって申告すべき納税管

理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合にお

いては、十万円以下の過料に処する。 

２ 前項の過料の額は、知事が定める。 

３ 第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。 

第九条 （現行のとおり） 

（特別徴収義務者の帳簿等の記載義務等） 

第十条 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に

記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わった日の属

する月の末日の翌日から三月を経過した日から七年間保存し

なければならない。 

一 宿泊年月日、総宿泊料金（宿泊の対価として支払うべき

金額であって、宿泊者がホテル等の宿泊に関して名称を問

わず当該ホテル等に支払うべき額（宿泊者以外の者から当

該宿泊に関して当該ホテル等に支払うべき額を含む。）をい

う。次項において同じ。）、宿泊者数、宿泊税の課税対象とな

る宿泊者数、課税標準額及び宿泊税額 

二 （現行のとおり） 

２ 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、か

つ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌

日から三月を経過した日から七年間保存しなければならな

い。 

 

第九条 （略） 

（特別徴収義務者の帳簿等の記載義務等） 

第十条 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に

記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わった日の属

する月の末日の翌日から三月を経過した日から五年間保存し

なければならない。 

一 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象とな

る宿泊者数及び宿泊税額 

 

 

 

 

二 （略） 

２ 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、か

つ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌

日から三月を経過した日から二年間保存しなければならな

い。 
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一 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年

月日、宿泊者数及び総宿泊料金並びに宿泊税額が記載され

ているもの 

二 （現行のとおり） 

３及び４ （現行のとおり） 

（帳簿の記載義務違反等に関する罪） 

第十一条 （現行のとおり） 

 一及び二 （現行のとおり） 

三 前条第一項の規定に違反して同項の帳簿を七年間保存し

なかったとき。 

四 （現行のとおり） 

五 前条第二項の規定に違反して同項の書類を七年間保存し

なかったとき。 

２ （現行のとおり） 

（地方税法施行令第六条の二十二の四第六号の規定による指

定） 

第十一条の二 宿泊税は、地方税法施行令第六条の二十二の四

第六号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。 

一 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年

月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税額が記載されて

いるもの 

二 （略） 

３及び４ （略） 

（帳簿の記載義務違反等に関する罪） 

第十一条 （略） 

 一及び二 （略） 

三 前条第一項の規定に違反して同項の帳簿を五年間保存し

なかったとき。 

四 （略） 

五 前条第二項の規定に違反して同項の書類を二年間保存し

なかったとき。 

２ （略） 

（地方税法施行令第六条の二十二の四第六号の規定による指

定） 

第十一条の二 宿泊税は、地方税法施行令（昭和二十五年政令

第二百四十五号）第六条の二十二の四第六号に規定する条例
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第十二条及び第十三条 （現行のとおり） 

で指定する法定外目的税とする。 

第十二条及び第十三条 （略） 

  
 


